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精神障害者の保健福祉充実に関する陳情 

 

 県内の精神障害者及び家族が直面している課題について，早期に且つ着実な解

決を願い陳情書を提出する。 

 陳情項目の全ては過年度から永年継続するものであり，県が主導して策定して

いる「新いばらき障害者プラン」や「茨城県保健医療計画」にその解決すべき方

向は広く県民に知らされている。 

 ついては下記陳情事項の実現に向けて関係機関への働きかけをお願いする。 

記 

１ 学生・学校職員及び保護者への精神障害（者）に関する啓発について 

 統合失調症など思春期に発症する精神疾患（精神障害）への偏見は就学期  

における教育の機会が極端に少ないことに起因している。 

 「学校保健・学校安全管理の手引き」は具体的な対処方法には触れておら  

ず，現場の教師・生徒本人が発症時に混乱をきたし，父母への啓発の少なさ  

も手伝って，早期発見・早期治療につながらず，社会参加が遅れる大きな要  

因になっている。 

 教育現場での実践的な対応を手助け出来る教育プログラムを作成し，計画的

に実施していただきたい。また，教育プログラムの作成に際しては，専門家と

共に当事者の生活実態を把握している茨城県精神保健福祉会連合会も参画さ

せること。 
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